
令和８年度鹿嶋市障害者地域生活支援相談嘱託職員募集要項 

１　募集職種及び採用予定人員　　　障害者地域生活支援相談嘱託職員　　　　１名程度 

 

２　応募要件 

　（１）社会福祉士，精神保健福祉士，保健師等の資格等を有し，主任相談支援専門員又は相談支援

専門員の資格を有する者もしくは主任相談支援専門員又は相談支援専門員の研修受講要件を

満たす者。 

（２）令和８年４月１日から勤務ができること 

 

上記の応募要件を満たしていても，次のいずれかに該当する人は受験できません。 

（１）禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の人 

（２）鹿嶋市職員として懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過しない人 

（３）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し，又はこれに加入した人 

※民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定により，従

前の例によることとされるものを含む。 

 

３　選考方法・試験日時　　　 

　（１）選考方法　作文試験・面接試験 

　（２）試験日時　令和８年１月１０日（土） 

　（３）試験会場　鹿嶋市役所 

 

４　応募方法　別紙申込書（写真２枚糊付け）,身上申告書，PRシートに必要事項を記入のうえ，生

活福祉課へ提出してください。 

 

５　受付期間　令和７年１２月１日（月）～令和７年１２月２４日（水） 

（土・日・祝日・年末年始を除く。） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

６　勤務条件等 

（１）勤務時間・報酬等 

・勤務時間は，１週間当たり３１時間勤務　 

月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分までのうち週４日 

・報酬は，１６万～１９万円程度 

　鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則及び鹿嶋市障害者地域生活支援相談嘱託職員要綱 

によります。 

　　　　　・期末手当（年２回） 

・通勤距離が２km以上の場合，通勤距離に応じ日額119円から1,523円を別途支給 

　　　　　※給与改定等により変更となる場合があります。 

　　　　　※期末手当は，採用日及び任用期間により支給されない場合があります。 

　　　　　※最終合格発表後，報酬決定のため職歴証明書などを提出していただきます。 



 

（２）任用期間　　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

　　　　　　　　　　※その職が公務上必要で，かつ，１年間の勤務成績が良好な場合，最大４回 

まで更新が可能です。 

　　　　　　　　　　※採用後1箇月間は，条件付採用期間となります。 

 

（３）有給休暇　　　年間１０日 

※上記の他忌引き等の特別休暇があります。 

 

（４）保険等　　　　健康保険，厚生年金保険，雇用保険適用 

　　　　　　　　　　　※現在，被扶養者となっている方は，税控除，健康保険等の扶養から外れる 

ことになります。また，毎月の報酬から保険料のほか，所得税が差し引かれ

ます。 

 

（５）配属　　　　　生活福祉課付とします。 

 

７　合格発表予定　　　令和８年２月上旬頃本人に通知します。 

 

８　その他 

　　　受験資格がないことが判明した場合は，合格を取り消します。また，受験申込書等に記入漏れ

や不実記載があった場合は，試験に合格しても，合格を取り消す場合がありますので，注意して

ください。 

 


